
○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）（抄） 

（支給要件）  

第十九条  子どものための教育・保育給付は、次に掲げる小学校就学前子ど

もの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第二十七条第一項に規定する

特定教育・保育、第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育、同項第

三号に規定する特別利用教育、第二十九条第一項に規定する特定地域型保育

又は第三十条第一項第四号に規定する特例保育の利用について行う。  

一  満三歳以上の小学校就学前子ども（次号に掲げる小学校就学前子どもに

該当するものを除く。）  

二  満三歳以上の小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病そ

の他の内閣府令で定める事由により 家庭において必要な保育を受けること

が困難であるもの  

三  満三歳未満の小学校就学前子どもであって、前号の内閣府令で定める事

由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの  

２ （略） 

 

（地域型保育給付費の支給）  

第二十九条 市町村は、支給認定子ども（第十九条第一項第三号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもに限る。以下「満三歳未満保育認

定子ども」という。）が、支給認定の有効期間内において、当該市町村の長

が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を

行う事業者（以下「特定地域型保育事業者」という。）から当該確認に係る

地域型保育（以下「特定地域型保育」という。）を受けたときは、内閣府令

で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護



者に対し、当該特定地域型保育（保育必要量の範囲内のものに限る。以下

「満三歳未満保育認定地域型保育」という。）に要した費用について、地域

型保育給付費を支給する。 

２～８ （略） 

 

（特例地域型保育給付費の支給）  

第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、

内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育（第三号に規定する特

定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要し

た費用又は第四号に規定する特例保育（第十九条第一項第二号又は第三号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係るものにあって

は、保育必要量の範囲内のものに限る。）に要した費用について、特例地域

型保育給付費を支給することができる。  

 一・二 （略） 

三  第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子どもが、特定地域型保育事業者から 特定利用地域型保育（特定地域型保

育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対

して提供されるものをいう。次項において同じ。）を受けたとき（地域に

おける同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る

教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町

村が認めるときに限る。）。  

 四 （略） 

２～５ （略） 


